
˃
˃

˃
˃

※A1出力時は1:2,500、A3出力時は1:5,000

身延町

位 　　置 　　図

埼 玉県

東京都

神奈川県

山梨県

長野県

静岡県

上 野原市

道志村

小菅村

都留市

大月市

丹 波山村

山中 湖村

忍野村

西桂町

富士吉田市

甲州市

富士河口湖町

鳴沢村

笛吹市

山梨市

甲府市

中 央市

昭和 町

市川三 郷町

甲斐市

身延町

南部町

南ア ル プ ス 市

韮崎市

富士川町

北 杜市

早川町

山梨県

神奈川県

静岡県

埼 玉県長野県

東京都

索 　　引 　　図

J
R

身

延

線

±1:2,500
0 100 200 30050

m

１.　説明 文

（1）この図は、富士川水系長戸川の山梨県管理区間について 、水防法の規定によ り 定めら れ た想定最大規模

     降雨によ る浸水継続時間を 表示した図面です。

（2）この洪水浸水想定区域図等は、指定時点の長戸川の河道及び洪水調節施設の整備状況を 勘案して 、想定

     し得る最大規模の降雨に伴う洪水によ り 長戸川が氾濫した場合の浸水の状況を シ ミ ュ レ ーシ ョン によ り

     予測したものです。

（3）なお、このシ ミ ュ レ ーシ ョン の実施にあたって は、支川の氾濫、シ ミ ュ レ ーシ ョン の前提となる降雨を

     超える規模の降雨によ る氾濫、内水によ る氾濫等を 考慮して いません ので、この洪水浸水想定区域に指

     定され て いない区域において も浸水が発生する場合や浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合

     があり ます。

２.　基本事項

（1）作成主体　　　　　　　山梨県

（2）指定年月日　　　　　　令和8年3月25日

（3）根拠法令　　　　　　　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項

（4）対象となる河川　　　　富士川水系長戸川

　　　　　　　　　　　　 （実施区間）

　　　　　　　　　　　　　 左岸：身延町大島865から 富士川への合流点まで

　　　　　　　　　　　　　 右岸：身延町大島6352-3から 富士川への合流点まで

（5）指定の前提となる降雨　836mm/1日

（6）関係市町村　　　　　　身延町

富士川水系 長戸川 洪水浸水想定区域図（浸水継続時間）

富士川水系 長戸川 洪水浸水想定区域図（浸水継続時間）
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この地図の作 成に 当たっては、国土地理院長の承認を得て、同 院発行の基盤地図情報を使用した。(測量法に 基づく国土地理院長承認（使用） R 7JHs 462)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　       背景図は基盤地図情報を拡大して使用している ので、位置精度は基図に 準じ ま す。


